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◇令和２年度総合計画審議会ランク集計結果

担当課 推進委員会 審議会（専門部会） 審議会

1-1-1 担い手育成と農業の応援団づくり D C C C

1-1-2 農業生産性の向上と経営基盤支援 C C C C

1-1-3 農地・土地改良施設等の整備・充実 C C B B

1-1-4 地域林業の推進 D D D D

1-2-1 地域内循環の推進と商工業の振興 C C C C

1-2-2 地域資源を活用した観光の振興 C C C C

2-1-1 学校教育の充実 C C C C

2-1-2 社会教育の推進 C C C C

2-2-1 地域文化の振興 C C C C

2-2-2 スポーツしやすい環境づくり C C C C

3-1-1 生涯を通じた健康づくり C C C

3-1-2 公立芽室病院の総合的な医療体制の維持・発展 E E E

3-2-1 安心して生み育てることができる子育て支援 C C C

3-2-2 子育て環境の充実 C C C

3-3-1 地域で支え合う福祉社会の実現 D D D

3-3-2 高齢者福祉の充実 C C C

3-3-3 障がい者の自立支援と社会参加の促進 C C C

3-4-1 互いに認め合う地域社会の形成 C C C

4-1-1 災害に強いまちづくりの推進 C C C

4-1-2 消防・救急の充実 C C C

4-1-3 防犯対策と交通安全の推進 D D C

4-1-4 消費者の安全・安心の確保 C C C

4-2-1 有効な土地利用の推進 B C C

4-2-2 快適な住環境の整備 B B B

4-2-3 道路交通環境の整備 C C C

4-3-1 景観の保全とクリーンエネルギーの推進 C C C

4-3-2 廃棄物の抑制と適正な処理 C C C

4-3-3 上下水道の整備 C C C

5-1-1 徹底した情報共有と町民参加の促進 C C C C

5-1-2 住民自治の実現と地域の活力の維持 C C C C

5-1-3 国際・地域間交流の推進 C C C C

5-2-1 効果的・効率的な行政運営 C C C C

5-2-2 健全な財政運営 C C C C

5-2-3 親切・便利な行政サービスの推進 D C C C

進ちょく結果 担当課 推進委員会 審議会（専門部会） 審議会

A 0 0 0 0

B 2 1 2 1

C 26 29 29 14

D 5 3 2 1

E 1 1 1 0

●安全・安心に暮らせる生活環境づくり

●快適な都市環境づくりの推進

●自然と調和した持続可能な生活環境の整備・保全

●多くの町民が関わり参加する自治のまちづくり

●時代に即した行財政運営と行政サービスの推進

●誰もが個性と能力を発揮できる地域社会の実現

№ 施策名
進ちょく結果

●持続可能な農業の基盤整備と支援の強化

●農業と連携した活力ある商工業と観光物産の振興

●豊かな心を育む人づくりと生涯にわたる学びの充実

●地域文化の形成とスポーツ環境の充実

●いつまでも健康で安心して暮らせる保健医療環境づくり

●安心して子育てできるまちづくり

●住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の充実

1



2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

特定健診事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

健康ポイント制度運営事業

成人健康教育相談事業

・「特定健診、特定保健指導事業」→平成26年度から事務事業を住民生活課（国民健康保険所管課）に移管。特定健診未受診
者への個別通知・訪問などの受診勧奨強化や健診受診者への家庭訪問等で保健・栄養指導を行い、脳血管疾患、心疾患な
どの予防及び重症化予防を図った。
・「成人健康教育相談」→生活習慣改善のきっかけづくりを目指し、運動と食生活改善の学習や個別相談を行う運動講座を実
施し、生活習慣病の予防を図った。
・「健康ポイント制度運営事業」→平成27年度からポイント付与対象事業にサークル活動などの運動を加え、平成28年度から
は有効期間を２年間に延長、更に、健康に関する講座・講演会への参加も対象とし参加拡大を図った。
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課長名

いつまでも健康で安心して暮らせる保健医療環境づくり
施　策　名

3-1-1

17

施策番号

2020

基本目標

大野　邦彦保健福祉課

誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり

作成：

内　線

生涯を通じた健康づくり

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

36.7

成果指標
設定の考え方

健診等成果 37.039.5

施策事業費　(千円）

2019年度決算

8.8631

① 健康づくりのためには、日頃から健康的な生活習慣を身につけることが必要であることから、成果指標に設定
した。（※住民意識調査の回答項目を5択→4択に変更）
② 「高齢者の医療の確保に関する法律」は、保険者に特定健康診査等実施計画の策定を義務付けており、当該
計画では、国の目標値に合わせて受診率を設定していることから、成果指標に設定した。

2,853,748

心身ともに健康で生き生きと健やか
に暮らせる

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

550

意図

運動や食生活の改善などの推進により、健康
的な生活習慣や食習慣を促すとともに、健診・
保健指導などにより、自らが行動し生活習慣
病を予防する健康づくりをすすめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

47.5

2019年度実績

・健康的な生活習慣及び食習慣を身に
つけてもらう
・生活習慣病の有病者・予備軍を減少さ
せる

施策関係課 住民生活課・子育て支援課

65.6住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

日頃から健康的な生活習
慣を身につけている方だと
思う町民の割合

特定健診受診率 55.0％

69.0 77.0

町民

対象

成果指標

　特定健診受診者に対する健診事後指導や生活習慣病
重症化予防のための家庭訪問を実施している。また、動
機づけが重要であり、出前健康講座や健康ポイント制度
の普及による意識啓発を継続し、目標達成をめざす。
　節目年齢に対する健診料助成や未受診者への個別通
知・訪問、医療機関からの情報提供、レセプトデータを活
用した個別勧奨の強化を今後も継続する。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

1,538,895

成果は変わらなかった

　成果指標①は上昇、②は低下している。どちらの指標も
目標値に届いていないが、特定健診未受診者への個別
通知・訪問などの受診勧奨強化に努め、目標を達成でき
る体制づくりが必要。

8.7309

特定保健指導事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●取組み①　特定保健指導
　・未受診者対策を継続して推進していくと共に、医療機関との連携により特定保健指導を進めていく。
　・平成29年度から保健師の地区担当制度を導入し、家族単位での保健指導を通じ、恒常的な意識改革、継続的な受診をはたらきかけている。
●取組み②　生活習慣病に係る健康教育
　・若い頃から健（検）診を受ける習慣や、保健師の地区担当制を活用し、食生活や日常生活習慣を見直すことの重要性を周知・教育する。
　・小中学校へ、糖尿病を中心とした生活習慣病に関する健康教育等を行うと共に、事後指導を実施した後の経過確認について、フォローアップを
強化する。（平成29年度に子育て支援課に管理栄養士１人を配置）

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

《施策を取り巻く状況》
・平成30年度に国民健康保険の財政運営の責任主体が都道府県に移管された。市町村は引き続き保険税の賦
課・徴収や保健事業・保険給付の決定等を実施。
《今後の予測》
・高齢者の保健事業（医療保険）と介護予防（介護保険）を一体的に実施していく必要がある。そのために、健康
課題の把握、・分析、事業の企画調整・分析を行う医療専門職の適正配置等が求められる。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は目標を下回っているものの、健診事後指導や家庭訪問、
講座開催、健診料助成等、様々な取組を継続して行っていることが
町民の意識向上に寄与し、成果指標①の上昇につながったと考えら
れることから、前進したと評価する。

○

A C E

EC

　特になし

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する

意見

健診受診率の引き上げについては、キャンペーン化など新たな取組
が必要と思われる。

評価

DB

○進捗結果

保健師の地区担当制度など継続して取り組みを行っていることか
ら、策定時と比較して前進したと評価する。

今後の取組
に対する

意見

・PET検査も健康ポイントの対象にしてほしい。
・保健師の地区担当制度は、健診受診率向上にもつながると考えら
れるので、継続してほしい。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

医療機器等整備事業

医療相談室運営事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

病院職員任免事務

・医療相談室運営事業→患者・家族に向き合う件数の増は当院にとって収益増となるとともにサービス向上にも
つながる。
・病院職員任免事務→職員採用について、特に新人看護師を倍増し採用するなど平均年齢を下げるとともに教
育体制の強化図った。
・医療機器等整備事業→医療機器安全管理委員会を開催し必要最低限の機器導入に徹するとともに、院内環境
整備及び機器更新等の迅速化を図り、患者サービスの向上に努めた。
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課長名

いつまでも健康で安心して暮らせる保健医療環境づくり
施　策　名

3-1-2

25

施策番号

2020

基本目標

事務長　西科　純公立芽室病院

誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり

作成：

内　線

公立芽室病院の総合的な医療体制の維持・発展

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

168

成果指標
設定の考え方

病院決算状況 26450

施策事業費　(千円）

2019年度決算

7.3747

①患者数（外来）：“かかりつけ”の病院機能を伸長し、内科・総合診療科を中心に患者数増加を見込み設定
②患者数（訪問診療）：自宅での看取り希望のニーズ（70％）を踏まえつつ、当院体制を鑑み設定

1,716,934

質の高い医療の提供

１．施策の方針と成果指標

人/
年

政策名

531

意図

地域における一定の急性期及び慢性期患者
等に対応できる1.5次の医療提供の継続に向
け、公立芽室病院の診療体制を維持し、その
経営基盤の強化を進めます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

74,477

2019年度実績

持続可能な診療機能体制の構築と経営
基盤の安定化

施策関係課

61,506病院決算状況

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

患者数（外来）

患者数（訪問診療） 150
人/
年

72,105 70,000

公立芽室病院

対象

成果指標

①患者数（外来）：病院改革プラン（第３次改訂）をもとに
内科・総合診療科の常勤医師を安定的に確保し、経営コ
ンサルの指導・助言に基づきながら推進すれば可能であ
る。
②患者数（訪問診療）：病院改革プラン（第３次改訂）をも
とに内科・総合診療科の常勤医師を安定的に確保し、地
域連携室を中心に当院地域包括ケアシステムを構築し住
民啓発を行っても不可能である。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

1,802,972

成果は変わらなかった
　当院での不祥事問題等を含め、患者離れが急激に進ん
でいるものと想定する。

6.3674
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

〇

　本格的な病院経営改革に着手している、外来患者数において成果をみるまでに至っていない。しかしながら、経営コンサルタント
や大学教授などからの助言をもとに病院経営の目指すべき方向性を確立し（慢性期・回復期への転換）と職員の意識改革を続けて
いる。再編・統合の対象病院にリストアップされたものの早急に急性期の施設基準を返上し、町民にとってのかかりつけ病院として
の機能整備に院内全体で取り組んでいる。先進自治体病院の視察調査を行い、病床稼働率を高位安定的に保つ重要性を見出し
た。今後は次の項目を強化する。①旭川医大との新たな連携事業（医師確保と当院地域包括ケアシステム確立）　②当院版KPI推
進（各科目標管理）　③意思決定システムの確立（各種会議の改革）　④経営コンサルタントの積極的な活用による経営基盤改革
（医業収益の向上及び職員の意識改革）　⑤地域連携室を中心とした他院・施設との連携　⑥当院の機能・分化の推進（療養病棟
開設（慢性期）とリハビリテーションの強化（回復期）　⑦新たな病院改革プランの策定など。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

　さらに少子高齢化が急速に進む中にあって、規模が大きく専門的な医療を提供する医療機関が帯広市に存在
する中にあって、当院の機能・分化を根拠にした体制基盤づくりは急務である。新型コロナウイルス感染拡大の
状況が落ち着いた際には、国は病院の再編・統合問題を加速すると予測される。新院長のもと、町民に必要とさ
れ信頼される病院を目指し、医療の質を向上させつつ、同時に財務を安定化する必要がある。

Ａ Ｂ Ｃ

病院改革プランの策定やフォーラム開催など様々な取組を行ってい
るが、患者数が外来で大きく減少しており、後退したと評価する。

A C E

EC

　2019年度に初開催した病院まつりは好評を博し、住民向けフォーラム・講座・研修会なども一定の参加者をみる
ことから町民の期待は大きいと捉えている。院内で起きた不祥事を含めて批判は極めて多く、信頼回復を果たす
必要がある。議会厚生文教常任委員会に積極的に情報提供し、当院の取組に関しては概ね理解いただいている
と解している。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

実際に病院でどのような取組をしているか、町民への周知が必要で
ある。アクションプランに基づき、継続して取り組んでもらいたい。

評価

○

DB

○進捗結果

事業の内容を見ると、エネルギーを持って取り組んでいる。町民の出
前講座のニーズの高さや、病院祭りの開催など、病院に対する想い
があるので、それに応えてほしいという希望を込めたＥ評価というこ
とにしたい。

今後の取組
に対する
意見

今後の取組に期待したい。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

妊娠から出産、子育ての悩みや不安を解消する体制を充
実させることが必要である。
社会全体で子育てを支えることに理解を深めてもらうた
め、住民への周知を効果的に行っていく必要がある。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

398,394

成果は変わらなかった

成果指標①②共に策定時より低いが、前年度実施の同
アンケート及び調査結果より上昇している。
→子ども医療費の助成対象拡充等、子育て世帯への経
済支援が要因と考えられる。

11.2733

子育て支援センター運営事業

町民

対象

成果指標

育児が楽しいと感じる親の
割合

安心して子育てができる環
境であると思う町民の割合

90.0％

88.0 90.0

子育ての支援体制が充実し、安心
して生み育てることができる

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

580

意図

妊娠・出産、子育てに関する悩み・不安の解消
と地域社会の理解を深めることにより、まち全
体による子育て支援体制の充実を図ります。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

87.6

2019年度実績

・妊娠、出産及び子育てに対する不安
や悩みを解消する
・子育てに対する地域社会の理解を深
める

施策関係課

87.0
乳幼児健診アン
ケート

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

2019年度決算

10.2842

①は、乳幼児健診の際に実施する保護者アンケートの結果を成果指標として設定。
②は、町民を対象とした住民意識調査の結果を成果指標として設定。
　（※住民意識調査の回答項目を5択→4択に変更）

421,675

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

87.9

成果指標
設定の考え方

住民意識調査 89.096.5

施策事業費　(千円）

6

課長名

安心して子育てできるまちづくり
施　策　名

3-2-1

12

施策番号

2020

基本目標

杉山ゆかり子育て支援課

誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり

作成：

内　線

安心して生み育てることができる子育て支援

発達支援センター運営事業

子育て世代包括支援センター運営事業

・子育て世帯の経済負担の軽減を図るため、2019年4月から、ひとり親家庭等及び子ども医療費の助成対象者を
拡充した。
・安心して出産・育児ができるように「子育て世代包括支援センター」の機能を強化し、きめ細かい相談対応と継
続的な支援を行っている。2019年度から産後ケア事業のデイサービス型を開始した。
・発達支援システムを充実させ、発達に支援が必要な児童に対し、一貫性と継続性のある支援を行った。

子ども医療費給付事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

②2022年度の目
標達成見込み
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

A

Ｄ

今後の取組
に対する
意見

・冬の子どもの遊び場をつくってほしい。
・子育て支援団体が周知活動ができる場所が限られているので、子
育て支援課に関係する施設にチラシを設置してもらうなど、周知活動
への支援をしてほしい。

B

○進捗結果

様々な子育て支援事業に取り組んでおり、策定時と比較して前進し
たと評価する。

A C E

EC

・子どもの貧困対策：　保護者アンケートで、子育て世帯の経済負担軽減の要望がある。
　　　　　　　　　　　　　　企業や団体による風の子めむろへの支援がある。
・子どもの権利擁護の推進：　議会一般質問で、子どもの意見が反映するまちづくりについて、意見あり。
・子育て支援：　行政だけでなく、社会全体で子育てを支援する体制や環境の充実を求める意見あり。
　　　　　　　　　　パパママ教室など参加者同士のネットワークづくりにつながる取組の継続の要望がある。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

・子ども医療費無料化の対象を拡大していることの効果が、今後現
れてくることを期待する。

評価

DB

進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
・全国的な問題として、養育環境が安定しない世帯が増えている。
・少子化・核家族化の進行により、地域になじめず養育に悩みを抱える親への支援。
≪今後の予測≫
・町独自の子育て世代の経済負担軽減の検証と貧困などの課題を抱える子どもの早期発見・早期対応。
・社会全体で子育てを支援する体制の構築。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は策定時と比べ大きく変わらないものの、子ども医療費無
料化の対象拡大という大きな政策転換を実施しており、前進したと評
価する。

〇

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●子育て世帯の経済負担の軽減と子どもの貧困対策
　　妊娠期から子育て期までの検診及び医療費等の助成制度の検証を行う。
　　ひとり親家庭に対応した相談・援助体制の整備。
　　子どもの居場所づくりを推進し、貧困等の悩みを抱える子どもの早期発見と早期対応。
●子育ての不安を解消する体制の整備
　　妊娠から出産、出産後の母子への支援として、相談体制の強化と産後ケアを充実させる。
　　「発達支援システム」による一貫性と継続性のあるサポートを継続する。
　　児童虐待の未然防止のため、養育上の課題の早期発見と早期対応。
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

現状の町内保育施設の事業運営により、保育所待機児
童ゼロを継続し、子ども預けられる体制を維持することが
できるものと推察される。
今後においても、保護者ニーズを確認・検証しながら、取
り組む必要がある。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

707,283

成果は変わらなかった

成果指標①は保護者アンケート結果の上昇。
成果指標②は保育所待機児童ゼロの継続。
→保護者が子どもを預けられる体制が維持されているこ
とが要因と考えられる。

4.0687

町立保育所運営事業

子ども、保護者

対象

成果指標

保育所の保育サービスに
満足している保護者の割合

保育所待機児童数 O
人/
年

95.0 95.0

保護者が安心して子どもを預けるこ
とができる

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

580

意図

子どもの健やかな心身の成長を促すとともに、
教育・保育相互の子ども情報の連携、保護者
への教育情報の円滑な提供を促進します。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

認可89.4
農村97.9

2019年度実績

子どもの健やかな心身の成長
・教育・保育相互の連携が進み、保護者
への教育情報の提供がスムーズになさ
れる

施策関係課

95.8保護者アンケート

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

2019年度決算

4.0060

①は、町内保育施設を利用する保護者アンケートの結果を成果指標として設定。
②は、保育所待機児童数ゼロを継続するため、成果指標に設定。

727,525

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

O

成果指標
設定の考え方

実績数 OO

施策事業費　(千円）

6

課長名

安心して子育てできるまちづくり
施　策　名

3-2-2

12

施策番号

2020

基本目標

杉山ゆかり子育て支援課

誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり

作成：

内　線

子育て環境の充実

子どもセンター運営事業

・認可保育所、認定子ども園、小規模保育事業所のほか、町立保育所の運営により、町内の保育施設・環境が整
備され、待機児童ゼロの継続に繋がり、保護者の育児と就労の両立支援に繋がった。
・2019年10月から幼児教育・保育無償化制度により、3～5歳児の利用者負担額が無償化になり、町独自施策とし
て副食費無償化を開始した。保護者の経済負担の軽減が図られた。
・町内２つの子どもセンター及び１つの児童館の運営により、子どもの放課後の安全安心な居場所が確保され
た。

保育事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

A

Ｄ

今後の取組
に対する
意見

・病児保育の町内実施の早い実現を望んでいる。
・子育て環境の充実というとどうしても親目線になってしまうため、子どもたち
がどう思っているかという視点も大事にしてもらいたい。
・子どもセンターの運営については、子どもたちの意見も聞き取って、反映さ
せてほしい。

B

○進捗結果

子育て環境の整備に取り組んでおり、策定時と比較して前進したと
評価する。

A C E

EC

・病児保育：　保育所を利用する保護者から、町内で病児保育を実施してほしい。
・幼児教育保育の無償化：　子育て世帯の経済負担の軽減に繋がっている。
・子どもセンター：　総合計画審議会で、様々な保護者ニーズに対して、子どもセンターができること、できないこと
を周知し、保護者に理解してもらうことも必要ではないか。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

今後も保育運営事業者と連携をとりながら進めてもらいたい。

評価

DB

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
・国の幼児教育保育無償化制度により、保育を必要とする児童が増加している。
・放課後児童クラブ及び児童館の利用希望者は、増加が続いている。
≪今後の予測≫
・全国的な働き手不足という社会情勢のなかで、保育士等の人材不足が懸念される。
・多様化する保護者ニーズに対応するため、町内保育事業の充実が求められている。

Ａ Ｂ Ｃ

待機児童ゼロの継続のほか、副食費無償化など町独自の施策によ
り保護者の経済負担軽減を図っており、前進していると評価する。

〇

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●待機児童を出さない保育体制の維持
　　保護者の育児と就労の支援ができるよう、保育運営事業者と連携を保ちながら、保護者ニーズを確認・検証する。
●病児保育を求める保護者への対応
　　町内での病児保育実施に向けて、関係機関との協議を進める。
●幼児教育・保育無償化の実施
　　国の3～5歳児の幼児教育・保育無償化に伴い、町独自施策の副食費の無償化を継続する。
●子どもセンターなどの安定的な運営
　　安定的な人材確保による機能的な運営を図るため、民間委託などを検討する。
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

社会福祉協議会活動支援事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

・「社会福祉協議会活動支援事業」 →たすけあいチームへの加入促進に向けた継続した取り組みにより、身近な
地域での助け合い活動の拡大を図った。

・「ボランティアセンター運営支援事業」→ボランティアセンターとめむろ柏ふまねっとクラブが共生型施設ふれあ
いサロン「なごみ」で普及に努めていた「ふまねっと講座」が拡大し第２会場として保健福祉センターでも実施され
るようになったが、登録団体の減少により、成果指標の向上には繋がらなかった。

6

課長名

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の充実
施　策　名

3-3-1

17

施策番号

2020

基本目標

大野　邦彦保健福祉課

誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり

作成：

内　線

地域で支え合う福祉社会の実現

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

52

成果指標
設定の考え方

社会福祉協議会
調べ

5251

施策事業費　(千円）

2019年度決算

％

1.5624

① ボランティア活動への参加が、住民同志のコミュニケーションづくりに繋がることから、成果指標に設定した。
② たすけあい活動への参加が、町内会活動など住民同志の支え合いに繋がることから、成果指標に設定した。
③ 地域住民のｉ支え合いに関する意識を客観的に表す指標として、住民意識調査を成果指標に設定した。
各成果指標とも策定時の数値を上回ることを目指し、目標値を設定した。
　（※住民意識調査の回答項目を5択→4択に変更）

35,577

住み慣れた地域で安心した生活を
送ることができる

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

550

意図

年代や世代、性別、障がいの有無に関わら
ず、地域全体がお互いに支え合える体制づく
りをすすめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

31.4

2019年度実績

住民同士で支え合う体制をつくる

施策関係課

30.5住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

ボランティア活動に参加し
た町民の割合

たすけあい活動参加町内
会（市街地）・行政区（農村
部）数

55件

35.0 35.0

町民

対象

成果指標

住んでいる地域は、住民同
士支え合う体制ができてい
ると思う町民の割合

・ボランティアセンター登録団体数は横ばいから微減傾向で推移
しているが、現在登録している団体は、各々定期的・継続的に活
動している。

・福祉施設等の依頼によるイベント・外出行事の個人ボランティ
アや事業に対する協力も継続されているなど、地域内の相互援
助に関する意識醸成も一定程度進んでいる。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

25,513

51.0 80.080.0

成果は変わらなかった

57.1

　成果指標①は微減、②③は増加傾向にある。
　数値による客観的な成果は認めづらいが、ボランティアセン
ター登録団体による色々な取組みが継続・拡充されている。

住民意識調査

1.3088

ボランティアセンター運営支援事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●取組み①　地域福祉を推進する体制づくり
　・本町における地域福祉を推進する中核的な団体である芽室町社会福祉協議会が核となり、団体、事業者など幅広い地域資源が、それぞれの
特性を十分発揮できるよう役割を明確にし、連携できる体制の構築が必要である。

●取組み②　地域における支え合い活動の推進
　・「向こう三軒両隣」により支え合いの再認識、また、地域活動の担い手となる人材の育成や活動団体設立・活動支援が必要である。

●取組み③　民生委員の確保
　・民生委員児童委員の担い手確保が大きな課題となっている。本町においても２地区の委員が欠員となっており、継続して登用を進める。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

○進捗結果

進捗結果

《施策を取り巻く状況》
・高齢化、核家族化、地域社会における関係の希薄化・孤立化などの社会情勢において、住民同士の支え合い体制の構築が
必要。
《今後の予測》
・地域福祉を推進する中核的な団体である芽室町社会福祉協議会やボランティアセンターの活動が重要。
・「向こう三軒両隣」により支え合いの再認識。
・地域活動の担い手の育成や活動団体支援。

Ａ Ｂ Ｃ

様々な取組を行っており、策定時と比べ成果指標が上昇しているも
のもあるが、住民意識調査の選択項目減もあり、策定時と比較して
変わらないと評価する。

A C E

EC

・民生委員児童委員の定数割れや、民生委員児童委員のなり手不足について、議会から意見がある。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する

意見

行政の取組はすぐに成果には表れないが、継続的な取り組みを行っ
てもらいたい。

評価

DB

○進捗結果
庁内評価と同じく策定時と比較して変わらないと評価する。

今後の取組
に対する

意見

・民生委員については今後さらに空白地区が増えると予測されるため、でき
るだけ早く方向性だけでも決めてもらいたい。
・ボランティアなどの住民活動をした際の保険制度について、もっと広く町民
に周知するべきである。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

地域包括支援センター運営事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

高齢者支援活動推進事業

・「地域包括支援センター運営支援事業」→要支援認定者のケアプラン作成、総合相談業務、権利擁護事業、ケアマネジメントの強化支援を
通じ福祉・介護サービスの適切な提供に努めると共に、ケアマネネットワーク会議やケアカフェを開催し町内関係職員間の情報交換を行い介
護の質の向上を図った。
・「生活支援体制整備事業」→医療、介護等の公的サービスだけでなく、ボランティア・民間企業・地縁組織等多様な主体が高齢者の生活支
援サービスの担い手となる体制づくりと高齢者の社会参加を一体的に推進するするため、生活支援コーディネーターを配置し、住民による協
議体を設置した。
「高齢者支援活動推進事業」→町民が自発的な活動として行う高齢者への生活支援活動、介護予防活動及び交流支援活動に対して報償費
を支給することで、活動の開始や継続を推奨する取り組みを実施した。

6

課長名

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の充実
施　策　名

3-3-2

17

施策番号

2020

基本目標

大野　邦彦保健福祉課

誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり

作成：

内　線

高齢者福祉の充実

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

69.3

成果指標
設定の考え方

住民意識調査 64.256.6

施策事業費　(千円）

2019年度決算

％

10.2964

① 高齢者が暮らしやすさを感じる客観的数値を捕捉する必要があり、成果指標に設定した。
② 活動的な高齢者の割合が増えることが介護予防につながることから、成果指標に設定した。
③ 町内で提供される福祉サービスに対する高齢者の満足度を捕捉する必要があり、成果指標に設定した。（※住民意識調査の回答項目を
5択→4択に変更）
各成果指標とも策定時の数値を上回ることを目指し、目標値を設定した。

1,899,174

高齢者が住み慣れた地域で安心し
て生活できる

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

550

意図

高齢者の方々の健康づくりや社会参加を推進
し、住み慣れた地域で自分らしく安心して生活
できるような適切なサービスを提供します。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

77.5

2019年度実績

・高齢者の健康づくりを推進する
・高齢者の活躍と社会参加の推進を図る
・暮らしの安心と不便の解消を図る
・適切なサービスを利用できるようにする

施策関係課

61.3住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

高齢者にとって暮らしやす
いまちだと思う高齢者の割
合

やりがいのある趣味や運
動、仕事に取り組んでいる
高齢者の割合

64.2％

81.8 81.8

高齢者（65歳
以上）

対象

成果指標

芽室町の福祉サービスに
満足している高齢者の割合

・ 高齢者の自立支援、介護予防、重度化防止に係る施策の推
進と生活支援体制整備を進めることで、生きがいや目標をもって
生活できる地域社会の実現性が高まる。
・ 医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者が、住み慣れた地域で
日常生活を営めるような在宅医療・在宅介護サービスを充実さ
せ、町全体の医療・福祉サービスの質向上を図る。
・ 介護サービス提供の担い手となる質の高い人材を安定的に確
保するため、介護人材の育成・確保を進め、介護サービス基盤
の充実・安定化を実現する。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

1,795,892

90.7 92.092.0

成果は変わらなかった

75.9

　成果指標①③は低下、②は上昇しているが、住民意識調査の集計方
法等の変更による増減と分析している。
　相談支援体制の拡充、介護予防・介護サービスのタイムリーな提供等
で地域包括ケアシステムの体制整備につながっている。

住民意識調査

10.3883

生活支援体制整備事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●取組み　「地域包括ケアシステム」の構築
　・介護保険制度の改正に伴い、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が
必要であることから、「第７期介護保険事業計画・高齢者福祉計画」で下記の視点を持って取り組むことを記載した。
　①高齢期の健康づくり
　②高齢者の活躍と社会参加の推進
　③暮らしの安心と不便の解消
　④介護サービス基盤を維持するたの福祉人材確保
　⑤医療、介護等の公的サービスを補完する地域住民等の助け合い

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

《施策を取り巻く状況》
・H29年度：総合事業開始→介護予防「訪問介護」と介護予防「通所介護」が地域支援事業に移行された。
・H30年度：第７期介護保険事業計画開始→給付費の伸びを見込み、介護保険料基準額を「6,040円」とした。前期「5,610円」
《今後の予測》
・在宅介護の増加に伴い、在宅医療や訪問看護の需要が増加。
・総合事業の開始に伴い、住民型介護サービスの需要が増加。
・介護サービス基盤を維持するため、福祉人材の需要が増加。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は策定時・目標とも下回っているが、地域包括ケアシステ
ムの体制整備など取組は進められており、策定時と比較して前進し
たと評価する。

○

A C E

EC

議会より、介護人材不足の対応策について検討が必要であるとの意見がある。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する

意見

民間事業者や各種団体等と連携・情報共有を図りながら進めてもら
いたい。

評価

DB

○進捗結果

取組は継続して進められており、策定時と比較して前進したと評価す
る。

今後の取組
に対する

意見
・高齢者が免許返納をする動機付けとなるような取組があると良い。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

障害者相談支援事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

・「障害者相談支援事業」→法改正に伴いサービス利用計画書の作成が義務づけらた。平成27年度からは、民間事業所へ相
談業務の一部を委託し、多様なニーズや困難ケースに対応し、タイムリーなサービス提供ができるよう、相談支援体制の強化
を図った。

・「障害者就労支援事業」→平成25年４月に誘致した就労継続支援A型事業所の事業拡大を支援し、平成27年3月に新加工場
が開設、更に、同年10月には、施設外就労の場として「コミュニティーレストラン」が開設。平成28年度は、「地方創生加速化交
付金」を活用し、加工場の増設を支援。更に、一般就労への移行を促進するため、民間事業所に業務を委託し、就労支援体制
の強化を図った。

6

課長名

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の充実
施　策　名

3-3-3

17

施策番号

2020

基本目標

大野　邦彦保健福祉課

誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり

作成：

内　線

障がい者の自立支援と社会参加の促進

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

13

成果指標
設定の考え方

保健福祉課調べ 1413

施策事業費　(千円）

2019年度決算

3.2339

① 地域住民の障がい福祉に係る意識を客観的に表す指標として、住民意識調査を成果指標に設定した。（※住民意識調査の回答項目を5
択→4択に変更）
② 平成29年度までに13人が一般就労に移行したが、今後も段階的に15人の一般就労を目指す。
* 従前は、「福祉サービス利用者数」を成果指標としていたが、成果に直結する指標とは言いきれないため変更した。
成果指標①は、当面の目標値を、成果指標②は、策定時の数値を上回ることを目指し、目標値を設定した。

642,348

安心と生きがいを持って生活できる

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

550

意図

障害福祉サービスや相談などの支援により、
障がいのある方の社会復帰、社会参加をすす
めます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

未調査

2019年度実績

・社会復帰及び社会参加を促す

施策関係課

73住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

障がい者にとって暮らしや
すいまちだと思う町民の割
合

就労支援事業所から一般
就労した方の人数（H31～
H34累計）

15人

88 88

障がい者・児

対象

成果指標

　相談支援業務の一部を民間事業所へ委託し、多様なニーズや
困難ケースに対しての体制強化を図ったことにより、福祉サービ
スのタイムリーな利用が図られており、おおむね目標値に達して
いると考える。
　福祉就労事業所の事業拡大支援や企業支援の視点も含めた
一般就労定着支援の強化、障がい者雇用に対する企業側の
ニーズが認められ、これらの取組みを進めることで、目標を達成
することができる。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

587,326

成果は変わらなかった

　成果指標が変更され、数値による直接的な評価把握は困難で
あるが、相談支援体制の構築、福祉就労事業所の充実、一般就
労移行促進の取組みが進んでいることから「成果は向上した」と
評価した。

3.1368

障害者就労支援事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

　取組み①　企業側の障がい者雇用に対するニーズの把握
　福祉就労事業所への支援を継続すると共に、町外在住者への当該事業所の利用促進などの人材確保や通勤支援が必要であ
る。また、農業分野における障がい者雇用についても、関係機関でその可能性を検討する必要がある。

　取組み②　グループホームなどの「住まいの場」に対するニーズの把握
　重度の障がいをお持ちの方、また、働くことで自立が可能となった方を対象とした「住まいの場」の整備に向けて、建設主体、建設
時期を決定する必要がある。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

《施策を取り巻く状況》
・就労継続支援A型事業所の事業拡大や一般就労定着支援により一般就労への移行が促進している。
《今後の予測》
・労働力不足が深刻な中で、企業側の障がい者雇用に対するニーズも増加が見込まれる。
・A型事業所での安定した雇用、更には、一般就労への移行促進が図られることで、働くことで自立が可能となった方を対象と
したグループホームなどの住まいの場に対するニーズの増加が見込まれる。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は策定時と変わらないが、相談支援体制の構築、福祉就
労事業所の充実、一般就労移行促進の取組みは進んでおり、前進
したと評価する。

○

A C E

EC

・議会から、農業における障がい者雇用の場の創出に対する意見がある。
・重度の障がいをお持ちの方の家族から、親亡き後の生活の場の整備に対するニーズがある。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する

意見

町として、障がい者就労に力を入れていることを、多くの町民に知っ
てもらえるようにする必要がある。

評価

DB

○進捗結果

様々な取り組みを行っており、策定時と比較して前進したと評価す
る。

今後の取組
に対する

意見

・就労継続支援事業所の人数が変動する中で、一般就労者数を成果指標に
設定するのは成果としてとらえるのが難しいのではないか。
・当事者である障がい者本人の考えも聴いて、施策に反映させてもらいた
い。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

男女共同参画推進事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

成年後見推進事業

・「男女共同参画推進事業」→第2期芽室町男女共同参画基本計画の進捗管理や事業の検討を審議会で行い、起業をテーマ
とした講演会や川柳の募集などを実施することにより、意識改革を図った。
・「帯広人権擁護委員協議会参画事業」→人権擁護委員の年間を通した人権相談や啓発普及活動、更には、子供たちを対象
にした「芽室町人権の花運動」などにより、人権を尊重する意識の醸成を図った。
・「成年後見推進事業」→平成27年度から、高齢者や障がい者の権利擁護支援体制を構築するため、市民後見・成年後見制
度の利用促進に係る事業を芽室町社会福祉協議会に委託したことにより、権利擁護支援体制の充実を図った。

6

課長名

誰もが個性と能力を発揮できる地域社会の実現
施　策　名

3-4-1

17

施策番号

2020

基本目標

大野　邦彦保健福祉課

誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり

作成：

内　線

互いに認め合う地域社会の形成

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

69.6

成果指標
設定の考え方

住民意識調査 80.055.3

施策事業費　(千円）

2019年度決算

0.6150

① 性別に左右されない社会進出（参加）に関する住民の意識を客観的に表す指標として、住民意識調査を成果指標に設定した。
② 人権尊重に関する住民の意識を客観的に表す指標として、住民意識調査を成果指標に設定した。
* 従前は、「審議会等委員への女性登用率」を成果指標としていたが、成果に直結する指標とは言いきれないため変更した。
各成果指標とも策定時の数値を上回ることを目指し、目標値を設定した。
（※住民意識調査の回答項目を5択→4択に変更）

7,495

誰もが個々を認め、支え合うことが
できる社会の形成及び人権を尊重
し合う社会を築くことができる

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

550

意図

性別、年齢、障がいの有無などに関わりなく、
誰もが個性と能力を十分に発揮できる社会の
形成及び人権を尊重し差別や権利侵害のない
地域づくりをすすめます

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

47.6

2019年度実績

・誰もがその個性と能力を十分に発揮
できるようにする
・人権を守り、権利侵害（擁護）への意
識を高める

施策関係課 企画財政課

65.0住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

性別に関係なく社会進出
（参加）できる町だと思う町
民の割合

人権が尊重され、差別や人
権侵害がない町だと思う町
民の割合

90.0％

70.0 80.0

町民

対象

成果指標

　成果指標①は、男女共同参画基本計画の進捗管理や意識啓
発事業の継続実施により数値は上昇している。
　成果指標②も、目標値には届いていないが、人権擁護委員に
よる啓発活動や相談窓口の開設、高齢者や障がい者を対象とし
た成年後見推進事業の周知により目標達成は可能と考えられ
る。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

7,287

成果は変わらなかった
　成果指標は、①②とも上昇しているが、具体的・直接的な成果
は大きく変わらなかったものと考える。

0.7333

帯広人権擁護委員協議会参画事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●取組み①　女性活躍プロジェクトの推進
　芽室町まち・ひと・しごと創生総合戦略において、女性活躍プロジェクトを重点化しており、男女共同参画の視点からも女性の希望を叶える取組み
が必要。
●取組み②　人権意識の醸成
　人権意識の普及啓発のためには、小さな頃からの人権意識の醸成が重要であり、教育機関との連携による意識啓発活動が必要。
　　→（H28年度より、町内幼稚園、保育所の子供たちを対象とした「芽室町人権の花運動」を実施）
●取組み③　権利擁護体制の強化
　権利擁護支援を必要とする方の増加が見込まれていることから、権利擁護体制の充実を図るため、市民後見人の養成や制度の普及啓発など、
委託機関と連携した取り組みが必要。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

《施策を取り巻く状況》
①平成１６年４月施行の「男女共同参画推進条例」に基づき、平成30年度に「第3期男女共同参画基本計画（H31～38）」策定
②家庭内暴力や配偶者等による暴力を含め、人権問題の多様化・複雑化
③認知症高齢者や独居高齢者、身寄りのない方の増加
《今後の予測》
①男女共同参画に対する関心は個人により大きく差があり、生活に身近な内容で関心を持ってもらう必要がある。
②相談対応や人権意識の普及啓発活動がますます重要
③成年後見制度の必要性が高まり、需要はさらに増大

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標①②ともに上昇しており、啓発普及活動等による人権意識
醸成の取組も実施されていることから、前進したと評価する。

○

A C E

EC

審議会等への女性の登用率について、「今は子育てに専念したい」「仕事に重点を置きたい」など、誰もが自分が望むライフス
タイル（ワークライフバランス）をかなえることができる社会が実現することで社会が豊かになるため、女性の登用率ではなく、
男女を問わず誰もが望んだ時に社会進出（参加）できる取組が重要である。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する

意見
継続して事業を進めてもらいたい。

評価

DB

○進捗結果

継続して取り組みが行われていることから、策定時と比較して前進し
たと評価する。

今後の取組
に対する

意見
成年後見人の講習は面接等を実施し適切に人選を行ってほしい。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

一般住宅の耐震化率

①・②は、住民の災害に対する意識が高まっていることか
ら、防災広報・教育を継続して実施することで目標達成は
可能と考える。
③は、町が実施する無料耐震診断及び耐震改修補助制
度の実施により、耐震化率の向上が図られるため、目標
達成は可能と考える。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

373,512

91.0 95.095.0

成果は変わらなかった

92.7

①・②は、全国的な自然災害の多発や防災広報・教育の継続実
施により、住民の防災意識が向上したものと考えられる。
③は、町が実施する無料耐震診断及び耐震改修補助制度の利
用により、数値が上昇したものと考えられる。

建設都市整備課
調べ

1.4669

建築物耐震化促進事業

町民、町

対象

成果指標

住んでいる地域の避難場
所を知っている町民の割合

めむろ安心メール登録者
数

3,000件

84.0 84.0

住民の日常生活の安全・安心が確
保される災害時には被害が最小限
になる

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

218

意図

災害の未然防止と、災害時又は災害が発生す
るおそれがある時に、迅速かつ的確に対応し
ます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

83.5

2019年度実績

・災害の未然防止を図るとともに、災害
時又は災害が発生するおそれがある時
に、迅速かつ的確に対応

施策関係課 建設都市整備課

87.0住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

2019年度決算

％

1.4114

①策定時の数値を基に認知度を引き上げ、84.0％以上を維持することを目標に設定したもの。
②策定時の数値を基に毎年段階的に引き上げ、3,000件到達を目指し設定したもの。
③耐震改修促進計画では2017年度の耐震化率は91.0％であり、2022年度は95.0％を目指し設定したもの。

55,828

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

2,439

成果指標
設定の考え方

総務課調べ 3,0002,025

施策事業費　(千円）

6

課長名

安全・安心に暮らせる生活環境づくり
施　策　名

4-1-1

15

施策番号

2020

基本目標

菅原　庸晴総務課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

災害に強いまちづくりの推進

・平成２８年の台風１０号による洪水災害や平成３０年の北海道胆振東部地震の被害等に鑑み、町として防災体
制を強化した。
・災害時は、自助・共助が最も重要であり、自助・共助を効果的に機能させることが公助の役割であることを、住民
に発信するよう努めた。
・平成３０年度から整備している災害告知用戸別端末（防災ラジオ）は、浸水想定区域の見直しに併せて配付対象
者の拡大を図った。
・町が実施する無料耐震診断や耐震改修補助制度の実施により、住宅の耐震化率が向上した。

地域防災対策事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

A

Ｄ

今後の取組
に対する
意見

・災害時の情報発信については、高齢者など機械に弱い人への対策もお願
いしたい。
・防災訓練は、実際の災害を想定してよりリアルな状況で行う方が良いので
はないか。

B

○進捗結果

成果指標も上昇していることから、庁内評価と同じく策定時と比較し
て前進したと評価する。

A C E

EC

・迅速かつ正確な災害に係る情報の配信。
・住民が主体となった防災訓練の実施。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

自然災害について、継続的な啓発活動が必要である。

評価

DB

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
・地球温暖化の影響により、近年全国で多発する自然災害が、北海道においても同様に発生する可能性が高まっている。
・日本海溝沿いでマグニチュード8.8以上の超巨大地震が３０年以内に発生する確率は7～40％と言われており、住民の生命と財産を守るため
に、地域実情に適した防災体制の整備と確立が喫緊かつ重要な課題となっている。
≪今後の予測≫
・災害時においては、「公助の限界」があることから、自助・共助の意識を高めていく必要がある。
・平成２８年台風１０号災害や平成３０年北海道胆振東部地震の経験を風化させないよう、各種防災訓練を継続実施していく必要がある。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標も策定時と比べすべて上昇しており、住民の災害に対する
意識が高まっていることから、策定時と比較して前進したと評価す
る。

〇

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●自助・共助の強化（地域防災対策事業）
　・　自助・共助の重要性を念頭においた防災・減災対策を強化する。
　・　各種訓練は、より臨場感のある、地域住民が主体となった内容の訓練を実施する。
●自助・共助が機能するための公助（地域防災対策事業）
　・　自助・共助の強化のためには、公助としてどこまで実施するのか明確にする。
　・　各種機関との密接な関係を維持する。
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

芽室消防署活動事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

芽室消防施設整備事業

・「芽室消防署活動事業」→芽室町の住宅用火災警報器設置状況結果は全国及び全道設置率よりも低い状況にある。警報器が果たす役割
や奏功事例について各講習会・町内イベント・広報誌を活用して設置率向上に努めた。
・「芽室消防団運営事業」→火災件数の抑制には住民の防火意識を根付かせ、発展させることが重要と考え、春・秋の火災予防運動や各種
イベント会場における予防広報活動の推進、町内の幼稚園や保育所で組織している幼年消防クラブを通じて幼少期から防火防災教育の充
実に取組み、町民一人一人が常に「火の用心」の心がけの意識を持ってもらうよう努めた。
・「芽室消防施設整備事業」→近年多発している自然災害（地震・台風・爆弾低気圧等）対応に欠かすことのできない救助工作車及び積載し
ている多機能を持ち合わせた救助資機材を計画的に更新し、更新された資機材を効果的に運用するために職員の技術向上を推進し、安
全・迅速な救助対応の強化を行った。

6

課長名

安全・安心に暮らせる生活環境づくり
施　策　名

4-1-2

12

施策番号

2020

基本目標

松久哲也芽室消防署

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

消防・救急の充実

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

8

成果指標
設定の考え方

消防署調べ 108

施策事業費　(千円）

2019年度決算

人

①１年７％上昇を目標として算出したもの。
②近年の火災出動の動向を基に目標値を算出したもの。
③自主防災組織数の増加による参加者増を見込んで算出したもの。

419,210

町民の生命・財産を守る

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

520

意図

災害の拡大防止と、緊急時の迅速かつ的確な
対応に向けた備えをすすめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

77.1

2019年度実績

・予防意識の醸成と、災害・緊急時の迅
速かつ的確な支援
・消防・救急体制の充実を図る

施策関係課

68.0消防署調べ

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

住宅用火災警報器の設置
率

火災出動件数 10件

75.0 90.0

町民、消防・救
急体制

対象

成果指標

防火講習会・普通救命講習
会参加者数

①各種イベント、講習会、広報媒体を利用した警報器認
知度向上に努める。
②各種イベント会場における広報活動を強化し、目標値
達成を継続する。
③講習会参加者増加を目指すため、新たに設立された自
主防災組織に講習会開催の働きかけを強化する。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

376,801

2,603 2,2002,200

成果は変わらなかった

1,200

①2018年度実績62％から6％上昇しているが、調査方法の変更により70％代が芽
室の実態に近い数値と考える。
②予防啓発活動の推進により、目標値をクリアしたと考える。
③防火講習会参加者減の理由として、自主防災組織等の取組が実動訓練へシフト
しているためと考える。

消防署調べ

芽室消防団運営事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●住宅用火災警報器の設置率向上に向けた取組み（芽室消防署活動事業）
　住宅用火災警報器の設置率向上に加え、設置から１０年を経過した警報器交換を促進するための広報を強化する。新たに実施すべき取り組みとしては、芽室町
全世帯の警報器設置及び交換に関する支援の手法について検討する。
●火災出動件数を減らす取組み（芽室消防署活動事業・芽室消防団運営事業）
　毎年度ゴミ焼が原因の火災が発生しており、ゴミ焼から建物火災へ発展したケースもある。ゴミ焼は廃棄物処理法で規制されていることから芽室町役場及び警察
署と現場対応を強化し、広報誌やホームページでゴミ焼の危険性・違法性を発信する。また、事業所や農業従事者に対する予防講習会開催について検討する。
●防火講習会・普通救命講習会参加者向上に向けた取組み（芽室消防署活動事業）
　講習会参加者数増を目指すために、新たに設立された自主防災組織に講習会の開催に向けた働きかけを強化する他、自主防災組織未設置の町内会又は未実
施の事業所等へ講習会参加に向けた取組みを行う。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

《施策を取り巻く状況》
　とかち広域消防局消防部隊出動計画に基づき、芽室消防署から直近の災害現場へ出動しているが、特に救急出動では町外への出動に加
え、救急出動の重複出動が増加している。また、帯広市内の専門病院へ傷病者を搬送する割合も高くなっているため、救急車２台体制維持
の重要性が増している。
《今後の予測》
　出動件数の増加に加え、防火対象物立入検査の増加に対処する必要があるため、消防職員の増員について芽室町と協議し「芽室消防署
職員定数計画」を策定した。今後は定数計画に基づいた職員採用を進める。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は策定時より下がっているが、防火防災講習等、各種イベ
ントや広報活動を継続して行っていることから、防災意識の醸成が
図られていると評価する。

〇

A C E

EC

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

警報器の交換について知らない町民も多いと思われることから、周
知活動に工夫が必要である。

評価

DB

○進捗結果

様々な取り組みを継続して行っていることから、庁内評価と同じく策
定時と比較して前進したと評価する。

今後の取組
に対する
意見

・住宅用火災報知器を付けていない家庭を再度確認して、設置増加
件数が分かると良い。

B

A

Ｄ

21



2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

交通安全対策事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

子どもの安全・安心確保対策事業

少年補導員会運営事業

・各関係機関・団体との連携により、犯罪件数は減少した。
・交通安全関連団体の啓発活動により、交通安全意識は高い。
・交通事故は依然として減少傾向にないことから、交通安全推進委員会や帯広警察署と連携を図り、交通事故の
ない街を目指したい。

6

課長名

安全・安心に暮らせる生活環境づくり
施　策　名

4-1-3

15

施策番号

2020

基本目標

菅原　庸晴総務課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

防犯対策と交通安全の推進

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

96.3

成果指標
設定の考え方

住民意識調査 80.0%未実施

施策事業費　(千円）

2019年度決算

1.0250

①策定時は未実施であったが、毎年段階的に引き上げ、80.0％以上を目指し設定したもの。
②策定時は未実施であったが、80.0％以上を維持することを目標に設定したもの。

15,911

町民の日常生活の安全・安心が確
保される

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

218

意図

地域が一体となった防犯体制・交通事故防止
に向けた取組をすすめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

未実施

2019年度実績

・犯罪事故発生の抑制
・交通事故の未然防止

施策関係課

64.2住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

芽室町は防犯対策が十分
であると思う町民の割合

日頃、交通ルールを守って
いると思う町民の割合

80.0%以上％

80.0% 80.0%以上

町民、町内会

対象

成果指標

①は、関係機関との継続かつ恒常的な連携により、目標
達成に努める。
②は、関係機関と連携のうえ、交通安全活動を継続する
ことにより、目標達成を維持することが可能と考える。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

16,500

成果は変わらなかった

①、②ともに、策定時は未実施であったため、変動による
評価はできない。
目標値に比べ、町の防犯対策への町民の評価は低く、交
通ルールを守る町民は多いとの結果であった。

1.0261

防犯対策事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

〇

●関係団体との地道な連携活動の継続（交通安全対策事業、防犯対策事業、少年補導員会運営事業、子どもの安全・安心確保対策事業）
　・　事業の安定的な成果維持を目指し、関係機関・団体との地道な連携活動を継続する。
●住民への地道な啓発活動の継続（防犯対策事業、少年補導員会運営事業）
　・　より多くの住民が、日ごろから防犯について当事者意識を持つよう広報を継続する。
　・　異変や異状に気付いた都度、町や警察に通報する行為が未然防止の最大の手段であることを強化しながら広報する。
●各種団体の活動の見直し（防犯対策事業、少年補導員会運営事業）
　・　防犯協会及び少年補導員会については、防犯という意味では目的が同じであり、団体の統廃合の検討が必要な時期と考えられる。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

○進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
　防犯、交通安全対策は、行政や関係機関・団体、地域が強固に連携し裾野を広げた地道な活動が最も重要で
ある。
≪今後の予測≫
　不審者対策、詐欺対策など、年々、巧妙化・凶悪化する中で、日常の住民の気づきによる通報、地域や企業・事
業所の役割はいっそう重要となる。

Ａ Ｂ Ｃ

策定時との比較ができないことから成果指標による判断は難しい
が、取り組み内容などから、変わらないと評価する。

A C E

EC

・信号機や道路標識等の新設に関する意見が多い。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

関係機関と連携を図りながら、継続して事業を進めてもらいたい。

評価

DB

○進捗結果

担当課・庁内評価は策定時と比較して変わらないという評価だが、継
続して取り組みを行っていることから、前進したと評価する。

今後の取組
に対する
意見

・継続して取り組みを行ってもらいたい。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

芽室消費者協会運営支援事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

・消費者被害防止や日常生活の相談業務・啓発活動や健康保持・生活安全確保事業については、芽室消費者
協会において消費者に対する出前講座や消費生活展の開催、消費生活相談など精力的に実施いただいてい
る。
・芽室消費者協会では、食品ロス削減推進法の施行に伴い、会員に対し「家庭でできる食品ロス対策」の学習会
を実施し、食品廃棄を減らす動機づけなどタイムリーな事業展開を行っている。
・帯広地方食品衛生協会芽室支部では、食品による危害発生の防止に努めるため、研修事業をはじめ帯広保健
所からの検査対応等を実施している。

6

課長名

安全・安心に暮らせる生活環境づくり
施　策　名

4-1-4

15

施策番号

2020

基本目標

紺野　裕商工観光課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

消費者の安全・安心の確保

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

成果指標
設定の考え方

施策事業費　(千円）

2019年度決算

0.1341

第5期総合計画からの新たな指標。90％以上を目標に、2022年には93.0％を目指す。

7,487

町民が安全で安心して暮らせる日
常生活の確保

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

411

意図

消費者が主役となり安全で安心な消費生活の
実現と食の安全・安心確保のための取組をす
すめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

未調査

2019年度実績

・消費者の被害防止及び食の安全・安
心の確保

施策関係課 住民生活課

76.5住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

安心して消費生活が送れる
と思う町民の割合

82.0 93.0

町民

対象

成果指標

・消費者の課題調査を行い取り組み内容を精査する。
・第5期総合計画に定める「消費生活相談体制の強化」、
「食の安全・安心の確保」の両施策を実施することで目標
達成を目指す。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

6,588

成果は変わらなかった
・今年度からの新たな指標調査で、現状における成果指
標値が低いことから、消費者が課題とする理由を調査す
る必要がある。

0.1250

帯広地方食品衛生協会芽室支部運営事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

・　「消費生活センター」の相談員の資質向上を図り、多様複雑化する消費者問題に対応し、消費者被害の救済・未然防止を図る。
・　消費生活におけるトラブル未然防止、安心な生活を営むため、出前講座や啓発資料の配布、各種講座の開催など、消費者教育
を実施する芽室消費者協会と連携を図り、その運営を支援する。
・　食の安全・安心の観点から、食品の安全や食品表示に関する正しい知識の普及を図り、消費者の食の安全・安心を確保するた
めの取り組みを行う。

・【新たな取り組み】　町民（消費者）の消費活動に対する不安課題の把握を行う。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

・インターネットの急速な普及など、情報化が進み、暮らしの利便性の向上が図られる一方で、消費生活相談の
内容も複雑化・多様化してきており、消費者の安全・安心を守る取り組みの継続が必要となる。特にこれからは超
高齢化及びスマートフォン普及による低年齢化への対策が必要である。
・消費者の「食の安全・安心」への関心は時代環境の変化とともに依然として高く、より一層の消費者に対する啓
発活動が必要とされる。

Ａ Ｂ Ｃ

策定時と比較ができないことから成果指標では判断が難しいが、消
費者協会において出前講座や消費生活展の開催、学習会の実施な
ど、地道な取り組みを継続して行っており、策定時と比較して前進し
たと評価する。

○

A C E

EC

・消費者被害の防止や相談業務及び啓発活動の強化
・食品の遺伝子組み換えや食品添加物などの「食の安全・安心」の啓発活動
・食品ロス対策

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

町民に対する啓発活動などを継続するとともに、タイムリーな事業実
施をしてもらいたい。

評価

DB

○進捗結果

様々な取り組みを継続して行っていることから、策定時と比較して前
進したと評価する。

今後の取組
に対する
意見

・芽室町は食を売りにしているため、食品ロスが多いのは恥ずかしい
と感じる。しっかり事業展開を行ってほしい。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

町有財産（土地・建物）管理事務

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

開発行為・許可事務

●定住促進及び空洞化防止
→土地の有効活用では、町有地を売却し民間による宅地分譲により、子育て世帯を中心に建築確認申請件数（3
年平均で約90件）を維持している。
●町有地（未利用地）の有効活用
→未利用地活用の進行管理に努め、有効活用を図ることができた。

6

課長名

快適な都市環境づくりの推進
施　策　名

4-2-1

7

施策番号

2020

基本目標

橋本　直樹建設都市整備課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

有効な土地利用の推進

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

59.2

成果指標
設定の考え方

住民意識調査 80.077.7

施策事業費　(千円）

2019年度決算

1.8506

①住宅戸数を増加させる施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、年平均30戸の増加を見込み、目標値を目指すもの。
②まち並みに対する町民の満足度を向上させる施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、段階的に向上させ、目標値を目指すも
の。（※住民意識調査の回答項目を5択→4択に変更）

72,780

計画的な土地利用による自然と調
和した快適なまち

１．施策の方針と成果指標

戸

政策名

440

意図

市街地の空き地や未利用地を減らし、町有地
の空き地・未利用地について有効活用をすす
めます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

6,775

2019年度実績

①市街化区域内の空き地や未利用地
を減らし、人口動態に適切に対応した土
地利用を図る
②町有地の空き地・未利用地を解消し
有効活用を図る

施策関係課 総務課・企画財政課

6,899
町税務課データ
より

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

市街化区域内の住宅戸数

「まち並が整っていて機能
的なまち」と思う町民の割
合

80.0％

6,906 6,920

①広義：町全
域のうち都市
計画区域

②狭義：町有
地（公共用地）

対象

成果指標

①住宅に関する補助・奨励制度の周知による利用促進を
図ることにより、目標達成は可能
②都市計画マスタープラン等を推進することにより、目標
達成は可能

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

34,708

成果は変わらなかった

成果指標①は前年度より向上
　→住宅に関する補助・奨励制度利用増加が主な要因
成果指標②は前年度より向上
　→町有地の有効活用が主な要因

2.1222

都市計画変更・決定事務
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

〇

○

●中心市街地の空洞化防止策（都市計画変更・決定事務）
　少子高齢化や人口減少に伴い、空き地、空き家、空き店舗などが増加しており、中心市街地の活性化を図るべく、都市機能の集約とまちなか居
住を推進する。
●公共未利用地の有効活用（町有財産（土地・建物）管理事務、土地利用に関する事務）
　町の管理経費の削減及び財源確保の観点から、さらなる公共未利用地の活用を進める。
●公共施設の適正配置及び施設移転後の土地利用計画（都市計画変更・決定事務、町有財産（土地・建物）管理事務、土地利用に関する事務）
　公共施設利用者の利便性・動線、また跡地利用を考えた配置計画が必要になります。また、公共ファシリティマネジメントの考え方により、機能や
規模、施設配置を検討する必要があり、車両管理センター及び公園管理事務所移転後の跡地の利活用を検討する。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
・公共施設跡地の宅地分譲では、子育て世帯に対する優遇制度や建築協定（ルール）を設けたことから、住宅戸
数の増加や景観に配慮された住宅団地が形成された。
≪今後の予測≫
・都市機能の集約化及び中心市街地の空洞化防止策を推進し、高齢者や子育て世代が安心して生活できる利
便性が高い機能的な街並みの整備、公共施設等の効果的な施設配置を引き続き進める。

Ａ Ｂ Ｃ

市街化区域内の住宅戸数は増えているが、この施策の大きな課題
である「未利用地の利用」について、成果指標からは「大きく前進し
た」とは言い難い。策定時と比較して前進したと評価する。

A C E

EC

・中心市街地に空き地、空き家、空き店舗が集中しているので、その対策を進める必要がある。
・空き地・空き家等の問題は、担当課のみではなく、関係課が連携して取り組む必要がある。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

住民や議会から寄せられている意見に対する具体的な対策を検討
する必要がある。

評価

DB

○進捗結果

様々な取り組みを行っているが、目標値から見ると大きく前進したと
は言い難く、策定時と比較して前進したと評価する。

今後の取組
に対する
意見

・土地の有効利用については、後継者がいない方の土地問題を解決しなければ、総
合的な有効利用にはならないのではないか。
・中心市街地の活性化について、商工観光課等と連携し推進してほしい。
・高齢者や子育て世代が安心して生活できる住宅と店舗の共存について検討してもら
いたい。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

公共用地売却地への住宅
建設の割合

①ピウカ川親水公園の整備及び「公園施設長寿命化計
画」に基づく施設の更新等により、目標達成は可能
②「公営住宅等長寿命化計画」に基づく整備の実施及び
耐震改修補助制度（建て替え・解体）の活用により、目標
達成が可能
③既成市街地での子育て世帯を中心とする一戸建て住
宅の建設ニーズの増加により、目標達成は可能

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

264,035

68.1 90.097.8

成果は変わらなかった

96.7

成果指標①②は前年度より向上
→花菖蒲園の復旧・遊具の更新及び公営住宅改修による居住性向上
が主な要因
成果指標③は前年度より向上
→既成市街地区での一戸建て住宅の建設ニーズの増加が主な要因

建設都市整備課
調べ

5.3430

花菖蒲園維持管理事業

町内の住環境

対象

成果指標

芽室町の公園に満足してい
る町民の割合

居住環境に満足している町
民の割合

95.0％

95.0 95.0

町の人口減少の抑制と、居住者の
快適な暮らし

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

440

意図

快適で安全・安心な公園などの住環境の整備
と適正な公共賃貸住宅の供給をすすめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

70.8

2019年度実績

・快適で安全・安心な住環境を町民に提
供する

施策関係課 住民生活課

82.8住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

2019年度決算

％

4.6794

①公園に対する町民の満足度を向上させる施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、段階的に向上させ、目標値を目指すもの。
（※住民意識調査の回答項目を5択→4択に変更）
②居住環境に対する町民の満足度を向上させる施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、段階的に向上させ、目標値を目指すもの。（※住民意識調
査の回答項目を5択→4択に変更）
③快適で安全・安心な住環境を町民に提供する施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、早期に住宅建設を進め、目標値を目指すもの。

258,274

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

82.6

成果指標
設定の考え方

住民意識調査 95.079.2

施策事業費　(千円）

6

課長名

快適な都市環境づくりの推進
施　策　名

4-2-2

8

施策番号

2020

基本目標

橋本　直樹建設都市整備課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

快適な住環境の整備

限定特定行政庁事務

公営住宅維持管理事業

●「公園施設等長寿命化計画」の推進
→公園の既存施設は、劣化状況等に合わせ計画的に修繕及び更新を進めている。
●花菖蒲園の復旧
→平成28年の台風で大幅に菖蒲が消滅したが、平成29年度から3か年で復旧した。
●公営住宅の適正な管理
→低所得者への公営住宅の賃貸を維持継続し、必要な修繕を適正に実施することにより、快適な住環境を提供している。
●老朽空き家対策
→無料耐震診断の実施し、建て替えや解体の補助制度の活用が図られた。また、危険家屋の所有者に対しては指導、助言を行っ
た。

公園施設等維持管理事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（後期実施計画策定時と比較して）後退した

○

A

Ｄ

今後の取組
に対する
意見

継続して事業を進めてもらいたい。

B

進捗結果

計画的に事業が進められていることから、策定時と比較して大きく前
進したと評価する。

A C E

EC

・公営住宅については、役割や必要性を整理し、整備を進めてほしい。
・花菖蒲園の再開は町民も期待しているので、計画どおり復旧に向け進めてほしい。
・ピウカ川親水公園の実施設計時から完成後の維持管理やライニングコストを考慮し、住民や各団体と関係を築
き、協同で進めていく方向を考えてほしい。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

人口減少が進む中で、公園の統廃合についても検討する必要があ
る。

評価

DB

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
・公営住宅入居希望者の居住環境に対する要望が従前より高く、多様性が増している。
≪今後の予測≫
・公園施設が経年劣化していることから、安全安心な憩いの場やコミュニティの場を提供するため、計画的な公園施設の点検
による維持管理絵を進める必要がある。
・「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、ストックの効率的・効果的維持管理の推進を図る。
・老朽空き家に対する相談件数が増加する。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は策定時に比べ上昇しており、花菖蒲園の復旧や、既存
公園施設の修繕及び更新を計画的に行っていることから、大きく前
進したと評価する。

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

〇

○

●公園施設等の老朽化対策（公園施設等維持管理事業、花菖蒲園維持管理事業）
　既存施設は、経年劣化が進んでいることから、「公園施設長寿命化計画」に基づき適切な維持管理と施設の更新を図る。
●少子高齢化対策（住生活基本計画策定・推進事務）
　少子高齢化に対応した住環境づくり、住宅の安全性と快適性を確保、空き家などの住宅ストックの流通を促進する。
●老朽化した公営住宅の整備（公営住宅維持管理事業）
　「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、適正な管理戸数及びトータルコストの削減を図る。また、高齢者、障がい者など、多様な
人々に快適な住環境の整備を促進する。
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

町道・歩道・駐車場等除排雪事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

●道路パトロールと維持修繕
→パトロール強化及び損傷か所の早期発見、修繕を目的とした「道路施設維持管理業務」を民間会社で組織す
る組合に委託し、道路利用者の安全確保に努めた。
●除排雪作業
→降雪及び風雪状況に応じた除雪とパトロールを適宜実施し、冬期間の道路利用者の安全確保に努めた。

6

課長名

快適な都市環境づくりの推進
施　策　名

4-2-3

9

施策番号

2020

基本目標

橋本　直樹建設都市整備課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

道路交通環境の整備

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

9.9

成果指標
設定の考え方

企画財政課調べ 10.510.1

施策事業費　(千円）

2019年度決算

5.9935

①冬期間の移動に対する満足度を向上させる施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、段階的に向上させ、目標
値を目指すもの。（※住民意識調査の回答項目を5択→4択に変更）
②公共交通機関に対する町民の満足度を向上させる施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、生活交通確保維持
改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）に基づき年0.1人向上させ、目標値を目指すもの。

836,139

安全で快適な生活を送ることができ
る

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

440

意図

道路交通、公共交通における移動の快適性、
利便性の向上をすすめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

65.4

2019年度実績

・交通アクセスを強化する
・目的地までの快適な移動、利便性の
向上をすすめる

施策関係課 企画財政課

52.7住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

冬期間の移動（徒歩、車、
公共交通機関等）は、安
全・安心と感じる町民の割
合

コミュニティバスの１便あた
りの乗車人数

10.5人

70.7 70.7

町民

対象

成果指標

①除雪作業に対する理解度を高めることで目標達成は可
能であるが、降雪状況（降雪時間帯・降雪量）により満足
度は大きく変動
②コミュニティーバスの利用状況を分析し、課題点に対す
る対応策を講じ、満足度を向上させることで目標達成は
可能

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

662,405

成果は変わらなかった

成果指標①は前年度より向上
　→降雪状況に対する効率的な除雪作業等が主な要因
成果指標②は前年度より低下
　→高齢化と公共交通利便性への関心の高まりが主な要因

6.0024

地域公共交通確保対策事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●安全で安心な道路環境の整備（町道・歩道・駐車場等維持管理事業）
　老朽化した橋りょうの修繕、交通安全施設や緑化、省エネ街灯などの環境対策、案内標識の整備、高齢者や障がい者など、多様な人々
に配慮した道路環境整備を計画的に実施する。
　冬期間における除排雪対策を含め、車道・歩道の適切な維持管理を行うため、拠点となる車両管理センターの移転改築を進める。
●交通弱者への交通手段の確保（地域公共交通確保対策事業）
　コミュニティバスの運行ルートは町内会に希望調査を実施し、運行そのものの総体的な見直しを進める。
  農村部については、高齢者を対象に令和２年度からタクシー助成を開始した。今後については、MaaS（マース）の活用を含め、引き続き
調査研究をする。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
・農業生産機械や輸送機械の大型化に伴い、安全な道路構造が求められている。
・橋りょう長寿命化修繕計画に基づく修繕が求められている。
≪今後の予測≫
・道路施設の経年劣化により、道路の補修量の増加が見込まれる。
・同一規準での整備ではなく、各路線の役割に沿った規準で整備を進めることにより、整備延長を増加させる。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は策定時より若干下がっているが、冬期間の除排雪を含
め、道路パトロールを強化し損傷か所の早期発見による道路利用者
の安全確保に努めており、策定時と比較して前進したと評価する。

〇

A C E

EC

・道路（歩道）はすべての方が使いやすいユニバーサルデザインの考え方で整備を進めてほしい。
・郊外の砂利道について舗装にしてほしい。
・ICTを活用した効率的な道路交通環境の整備推進を検討してほしい。
・コミュニティバスの運行ルートを見直してほしい。
・高齢者の方々の免許返納に対する町の支援が必要である。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する

意見

除排雪については、現状の経費の中で、住民サービスを向上させる
方策を検討する必要がある。

評価

DB

○進捗結果
庁内評価と同じく策定時と比較して前進したと評価する。

今後の取組
に対する

意見
MaaSの活用について、関係課と調整し進めてもらいたい。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

公共サインの整備状況

・豊かな自然環境という認識はあっても、一部でごみの散
乱や空き地の雑草が伸びているなど、景観を損ねる要因
があり、それらに対するきめ細かな対応により目標値の
達成が見込める。
・公共サインについては、「芽室町公共サイン整備計画」
に基づく整備の実行により、目標どおり進める。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

10,452

34 11974

成果は変わらなかった

74

成果指標①②は策定時より低下→特段の理由なし
成果指標③は向上→計画的な整備が進んでいる

建設都市整備課

0.5277

都市景観啓発・普及事業

町民・町内の
自然環境

対象

成果指標

芽室町の景観に満足してい
る町民の割合

芽室町の自然環境（空気・
水・土壌など）に満足してい
る町民の割合

95.0以上％

90.0 95.0以上

町民が住みやすい快適な生活環境
を保全する

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

111

意図

本町の豊かで美しい自然環境の保全と循環型
社会に向けたエネルギーの有効活用をすすめ
ます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

97.0

2019年度実績

・環境への負荷を低減し、自然環境と景
観を保全する

施策関係課 企画財政課・建設都市整備課

86.6住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

2019年度決算

か所

0.5058

①美しい景観を維持するための成果指標とし、高水準の住民満足度を維持していく目標値を設定。（※住民意識調査の回答項目を5択→4
択に変更）
②恵まれた自然環境を保全し次世代に受け継ぐための成果指標とし、高水準の住民満足度を維持していく目標値を設定。（※住民意識調査
の回答項目を5択→4択に変更）
③公共サインによる景観形成のための成果指標とし、「芽室町公共サイン整備計画」に基づく目標値を設定。

13,795

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

92.1

成果指標
設定の考え方

住民意識調査 93.097.2

施策事業費　(千円）

6

課長名

自然と調和した持続可能な生活環境の整備・保全
施　策　名

4-3-1

10

施策番号

2020

基本目標

藤野　元成住民生活課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

景観の保全とクリーンエネルギーの推進

・「環境調査」→大気汚染や河川水質などの項目について、環境基準を満たしているか調査を実施。河川水質に
おいて一部、環境基準に満たない項目もあるが、概ね例年と大差はなく、環境基準を満たしている。
・「周知・啓発」→広報誌（エコナビ通信）に、野焼き禁止やペットの飼育マナー等について掲載し、快適な生活環
境の維持に向け周知・啓発を行った。

クリーンめむろ大作戦事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

A

Ｄ

今後の取組
に対する
意見

継続して事業を実施してもらいたい。

B

○進捗結果

計画的に事業が進められていることから、策定時と比較して前進し
たと評価する。

A C E

EC

・エネルギーの地産地消により持続可能なまちづくりを。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

環境美化のための具体的な取組を検討する必要がある。

評価

DB

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
・日高山脈襟裳国定公園の国立公園指定に向け、本町を含む実行委を立ち上げ、地元機運を高めていく。
・再生可能エネルギー推進において、FIT制度の見直しや送電線の空き容量の問題がある。
≪今後の予測≫
・日高襟裳エリアのPR事業の展開により、自然環境や景観の魅力を再認識する契機となる。
・地球温暖化による気候変動など、再生可能エネルギー活用の重要性は増している。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は策定時より下がっているが、公共サインの整備について
は、「芽室町公共サイン整備計画」に基づき、計画的な整備が進んで
いることから、前進したと評価する。

〇

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●エコライフの推進
　広報誌「エコナビ通信」等でエコライフの取組事例等を紹介するなど、環境にやさしいライフスタイルへの転換に向け普及活動を推
進していく。
●環境美化活動の推進
　地域や各団体で取組む道路・公園等のごみ拾いや清掃活動、花苗植栽活動等を支援・推進するとともに、空閑地所有者への草
刈り等の環境整備を促すなど、美しい景観づくりを推進していく。
●公共サイン整備の年次計画見直し
　公共サインの外国語表記など、今年度、整備内容を検討したうえで改めて整備を進めていく。
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

資源ごみ収集処理事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

・「廃棄物の適正処理」→ごみネット・カラス除けサークルの支給により、収集時のごみ散乱が減少し、住民からの
評価は高い。不法投棄監視カメラ設置箇所のポイ捨てごみの減少が見られ、一定の抑止効果はあるものの、そ
れ以外の箇所では、依然として、多くのごみが捨てられている状況ではある。
・「廃棄物の抑制」→広報誌（エコナビ通信）や各イベントでのごみ分別説明コーナーの設置、地域での説明会を
実施し、正しい分別と資源化についての周知を行っている。また、コンポスター助成事業（芽室町生活環境推進
会）の継続により、生ごみの堆肥化を推進している。しかし、ごみ排出量の減少には至っていない。

6

課長名

自然と調和した持続可能な生活環境の整備・保全
施　策　名

4-3-2

10

施策番号

2020

基本目標

藤野　元成住民生活課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

廃棄物の抑制と適正な処理

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

34.2

成果指標
設定の考え方

住民生活課調べ 34.035.2

施策事業費　(千円）

2019年度決算

0.7012

①人口や事業活動に左右されない指標とするため、1人当たりで家庭ごみに限定した成果指標とし、１割削減を
目標値として設定。
②ごみを燃やす・埋め立てる処理方法ではなく、資源化することが重要であることから成果指標とし、現状維持以
上を目標値として設定。

221,180

快適な生活環境と資源循環型社会
の構築

１．施策の方針と成果指標

ｇ

政策名

111

意図

町民・事業者・行政が互いに協力し、ごみの減
量化や資源リサイクルの取組を進め、本町らし
い資源循環型社会の構築を目指すとともに、
快適な生活環境づくりをすすめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

384.02

2019年度実績

・ごみの減量化と資源リサイクルを推進
し、適正な廃棄物処理を行う

施策関係課 農林課

388.05住民生活課調べ

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

１人１日当たりの家庭から
排出するごみの量

リサイクル率 35.0以上％

380.00 345.00

町民・事業者

対象

成果指標

　本年７月からレジ袋有料化となり、マイバッグ利用など、
それを契機とした周知・啓発活動により住民意識を高め、
また、今年度中に、新たな「ごみ処理基本計画」策定を予
定しており、今後その実践活動により、目標達成が見込
める。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

236,455

成果は変わらなかった
　生活スタイルに変化がなく、ごみ減量や資源化につい
て、高齢化による意欲低下や若年層・転入者等の意識の
弱さが見られる。

1.1863

資源物集団回収支援事業
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●「芽室町ごみ処理基本計画」策定
　今年度、住民意見を取り入れながら新たな計画を策定し、ごみ減量と資源化による環境負荷の低減につなげ、資源循環型社会の形成に向けた
取組みを進めていく。
●農業廃棄物の適正処理の推進
　「芽室町農業用廃プラスチック適正処理対策協議会」において、常に見直しを図りながら、引続き適正処理を推進していく。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

≪施策を取り巻く状況≫
・容器包装リサイクル法改正により、本年７月から小売店でプラスチック製レジ袋の有料提供を義務付け。
・R9供用開始に向け、新中間処理施設（新くりりんセンター）整備の検討が進められている。
≪今後の予測≫
・高齢化等により、ごみ分別や適正排出が困難な世帯が増加することが見込まれる。

Ａ Ｂ Ｃ

成果指標は策定時より下がっているが、ごみネット・カラス除けサー
クルの支給や不法投棄監視カメラの設置等により、一定の効果が出
ていることから、策定時と比較して前進したと評価する。

〇

A C E

EC

・廃棄物の抑制と適正な処理により、持続可能なまちづくりを。
・食品ロス削減の推進を。
・芽室町のごみ分別は難しく、収集不可の判断も厳しい。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

従来の取組の延長だけでは目標達成は難しいと考える。新たな取組
を進めていく必要がある。

評価

DB

○進捗結果

ごみのサポート制度など様々な取り組みを行っており、策定時と比
較して前進したと評価する。

今後の取組
に対する
意見

ごみを減らすために住民の意識を上げる取り組みを行う必要があ
る。

B

A

Ｄ
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2020年度 施策マネジメントシート【2019年度実績評価】 年 月 日

①

②

③

④

２．施策の事業費

３．施策の達成状況

上水道区域拡張地域の工事も2020年度をもって完了とな
り、順次給水人口も増加する見込みである。個別合併浄
化槽の設置についても、毎年計画的に予算計上をし実施
している。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

828,094

成果は変わらなかった

給水人口減少などによる水道普及率は低下しているが、
拡張区域における整備は順調に進んでいる。郊外地にお
ける個別合併浄化槽の設置により水洗化は向上してい
る。

7.1637

下水道建設事業

上下水道等施
設

対象

成果指標

水洗化率（下水道・集落排
水・合併浄化槽）

水道普及率（上水道・簡易
水道）

90.9％

95.9 96.2

安全・安心な上下水道の安定提供

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

420

意図

上下水道等の整備により、ライフラインを確保
し、快適な生活環境の維持に努めます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

96.0

2019年度実績

・老朽化した施設の改築更新・耐震化

施策関係課

96.1決算統計

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

2019年度決算

7.0137

①公共下水道、農業集落排水、合併浄化槽の生活排水処理による水洗化率として、2022年度目標値を９６．２%
と設定       ②上水道区域、３簡易水道（上美生・美生・河北）区域の水道普及率として、2022年度目標値を９０．
９%と設定

887,178

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

82.3

成果指標
設定の考え方

決算統計 82.483.6

施策事業費　(千円）

6

課長名

自然と調和した持続可能な生活環境の整備・保全
施　策　名

4-3-3

11

施策番号

2020

基本目標

西川　一浩水道課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

上下水道の整備

上水道（第６期）拡張事業

配水管整備事業

・個別合併浄化槽は、農業者の世帯分離や町外からの移住者など非農家住宅の新築に伴う要望は増加の傾向である。
・下水道施設は、農業集落排水施設を含め、老朽化施設の再整備（改築更新、長寿命化）及び耐震化対策等を進めている。
・簡易水道施設は、河北地区において、老朽化施設の更新事業を北海道との合併施工で平成26年度より継続実施している。
・上水道施設整備については、無水源地域の解消に向け拡張区域の整備を進めているほか水道施設の更新や耐震化を推進
するとともに、計画的に老朽管の布設換を実施している。

個別合併処理浄化槽新設事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み
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Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

A

Ｄ

今後の取組
に対する

意見
計画的に整備を進めてもらいたい。

B

○進捗結果

効率的な維持管理や改築更新・耐震化が進められており、策定時と
比較して前進したと評価する。

A C E

EC

・上水道事業の経営面においても、効率的な施設整備と適正な管理や料金の適正化に努め、健全な事業経営の
維持ため安全、安心な供給に対する要望がある。
・郊外地における生活環境及び水洗化の向上を図るとして個別合併処理浄化槽新設事業は、農業後継者の世
帯分離や町外からの移住者等による新規要望が増加傾向にある。

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する

意見
計画的に整備を進めてもらいたい。

評価

DB

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

・上下水道施設は、住民生活に必要不可欠なライフラインとして、地域住民の生命と暮らしを守るという極めて重
要な役割を担っていることから、今後においても現状施設の維持管理と計画的な施設の改築更新、耐震化等対
策を進めていく必要がある。

Ａ Ｂ Ｃ

拡張区域における整備は順調に進んでいるほか、郊外地における
個別合併浄化槽の設置により水洗化は向上しているため、策定時と
比較して前進したと評価する。

〇

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

●取組①　上下水道施設の整備強化と維持管理の推進
・上水道では、「芽室町上水道事業施設整備基本計画」に基づき、施設の更新や耐震化を計画的・効率的に実施していく。
・下水道では、「芽室町下水道ストックマネジメント計画」に基づき、効率的な維持管理や改築更新・耐震化対策を推進していく。
・農業集落排水では、「芽室町農業集落排水施設最適整備構想」に基づき、計画的な改築更新・耐震化対策を推進していく。
・個別合併浄化槽では、郊外地（農村部）における下水道施設であり、多くの住民が良好な生活環境を確保ため必要な施設であり「芽室町合併処
理浄化槽基本計画」に基づき、整備を推進していく。
●取組②　上下水道事業の健全な運営の推進
・非法適化事業の法適化の検討及び各事業の経営戦略の策定～「わかりやすい上下水道経営」の情報提供
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